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市政のうごき市政のうごき 市政のうごき市政のうごき

パブリックコメントを
実施します

問い合わせ　秘書・政策企画課
（℡  892・0121）

滞納徴収・税収確保
重点月間

問い合わせ　税務室・医療保険課
（℡  892・0121）

■
滞
納
徴
収
重
点
月
間

　

市
は
、
市
税
や
保
険
料
の
負
担

の
公
平
性
の
確
保
を
図
る
た
め
、

12
月
を
「
滞
納
徴
収
重
点
月
間
」

と
定
め
、
市
税
・
保
険
料
の
滞
納

者
に
対
し
て
、
電
話
・
訪
問
に
よ

る
催
告
の
実
施
を
強
化
す
る
と
と

も
に
、
夜
間
・
休
日
開
庁
を
実
施

し
ま
す
。

　

市
に
納
付
に
関
す
る
連
絡
の
な

い
ま
ま
滞
納
す
る
と
、
差
し
押
さ

え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
い
ま
す

の
で
、
早
急
に
税
務
室
、
医
療
保

険
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
市
税（
市
・
府
民
税
、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自

動
車
税
）や
保
険
料
の
納
付
に
は
、

便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
（
自
動

払
込
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
税
収
確
保
重
点
月
間

　

12
月
は「
税
収
確
保
重
点
月
間
」

で
す
。
税
収
入
の
確
保
に
向
け
た

取
り
組
み
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

府
は
、
市
町
村
と
連
携
し
、
滞

納
者
に
対
す
る
徹
底
し
た
催
告
や

財
産
の
差
し
押
さ
え
な
ど
を
行

い
、
納
期
内
に
納
税
さ
れ
た
人
と

の
税
の
公
平
性
を
確
保
し
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ　

北
河
内
府
税
事
務

所
（
℡  
８
４
４
・
１
３
３
１
）

市税、保険料の休日・夜間納付相談

平日・昼間、仕事などで忙しい人はご利用ください。
夜 　間　12月 17日（木）・18日
（金）、いずれも午後 8時まで
休 　日　12月20日（日）午前10時
～午後3時
と ころ　市役所本館 1階〈市税＝税務室、国民健
康保険料・後期高齢者医療保険料＝医療保険課〉

交野市職員募集

問い合わせ　人事課
（℡  892・0121）

　

市
の
職
員
を
募
集
し
ま
す
。各

職
種
と
も
、
国
籍
・
性
別
は
問
い

ま
せ
ん
。

第
１
次
試
験
日　

１
月
17
日（
日
）

採
用
予
定
日　

28
年
４
月
１
日

募 

集
要
項
・
申
込
書
の
配
布　

12

月
14
日（
月
）〜
１
月
６
日（
水
）

ま
で

▽ 
窓
口
で
の
配
布
＝
市
役
所
本
館

２
階
人
事
課
、
星
田
出
張
所
、

ゆ
う
ゆ
う
セ
ン
タ
ー
１
階　

市

民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー

▽ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
＝http://w

w
w
.city.

katano.osaka.jp/

※ 

印
刷
は
、
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
白
色

普
通
紙
に
黒
色
イ
ン
ク
で
印
刷

し
て
く
だ
さ
い
。

▽ 

郵
送
で
請
求
＝
封
筒
の
表
に

「
試
験
申
込
書
請
求
」
と
朱
書
き

し
、
希
望
職
種
を
記
入
し
た
紙

と
、
郵
便
番
号
・
住
所
・
名
前

を
記
入
し
、
３
９
２
円
切
手
を

貼
っ
た
返
信
用
封
筒
（
縦
23
・

5
㌢
×
横
12
㌢
の
定
型
封
筒
）

を
同
封
し
、
〒
５
７
６

－

８
５

職種・募集人数 受験資格

事務職
（5人程度）

① 平成元年 4月 2日～平成 6年 4月 1日に生まれ、学校教
育法による大学を卒業した人、または同等の資格があると
認める人
② 平成 4年 4月 2日～平成 8年 4月 1日に生まれ、学校教
育法による短大などを卒業した人
③ 平成 6年 4 月 2 日～平成 10 年 4 月 1 日に生まれ、学校
教育法による高校を卒業した人、または高校卒業程度の知
識を有する人（短大などを卒業の人を除く）

土木・建築職
（2人程度）

昭和 55年 4月 2日以降に生まれ、次の①または②に該当す
る人
① 学校教育法による大学・短大など・高校で、土木または建
築に関する専門の課程を修了した人
②  1・2級土木施工管理技士、技術士（建設または上下水道
部門）、1・2級建築士のいずれかの免許・資格を有する
人（28年 3月取得見込みの人を含む）

保健師
（1人程度）

昭和55年4月2日以降に生まれ、保健師免許を有する人（28
年 3月取得見込みの人を含む）

※学歴については、いずれも平成 28年 3月卒業見込みの人を含みます。

０
１〈
住
所
記
入
不
要
〉人
事
課

申 

し
込
み　

12
月
14
日
（
月
）
〜

１
月
６
日
（
水
）
の
午
前
９
時

〜
午
後
５
時
30
分
〈
土
・
日
曜

日
、
祝
日
、
12
月
29
日
〜
１
月

３
日
を
除
く
〉
に
、
市
役
所
本

館
２
階　

人
事
課

　

市
は
、
次
の
戦
略
な
ど
の
策
定

に
向
け
た
作
業
を
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
案
を
公
表
し
市
民
の
み

な
さ
ん
か
ら
の
意
見
を
募
集
し
ま

す
。

① 

市
長
戦
略
（
案
）

　

時
代
の
流
れ
や
交
野
を
取
り
巻

く
環
境
を
踏
ま
え
、
市
の
抱
え
る

課
題
を
着
実
に
解
決
し
、
地
域
資

源
や
長
所
を
生
か
し
て
、
ま
ち
の

魅
力
を
高
め
る
た
め
に
取
り
組

む
、
重
点
施
策
を
策
定
し
ま
す
。

②▽ 

交
野
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と

創
生
総
合
戦
略
（
案
）

▽
交
野
市
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
（
案
）

　

国
の
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と

創
生
総
合
戦
略
」
を
基
に
、
市
の

「
人
口
減
少
と
地
域
経
済
縮
小
の

克
服
」
と
、「
ま
ち
・
ひ
と
・
し

ご
と
の
創
生
と
好
循
環
の
確
立
」

を
目
ざ
す
た
め
に
策
定
し
ま
す
。

　

ま
た
、
人
口
減
少
が
地
域
の
将

来
に
与
え
る
影
響
を
分
析
・
考
察
、

そ
し
て
目
ざ
す
べ
き
将
来
の
方
向

性
を
提
示
し
、
効
果
的
な
施
策
を

企
画
・
立
案
す
る
上
で
、
重
要
な

基
礎
と
な
る
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
を
併

せ
て
策
定
し
ま
す
。

③
交
野
市
教
育
大
綱
（
案
）

　

平
成
27
年
４
月
に
地
方
教
育
行

政
の
組
織
お
よ
び
運
営
に
関
す
る

法
律
が
改
正
さ
れ
、教
育
や
学
術
、

文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な

施
策
の
大
綱
の
策
定
が
義
務
付
け

ら
れ
ま
し
た
。
市
長
と
教
育
委
員

会
で
構
成
す
る
、
市
総
合
教
育
会

議
で
の
協
議
・
調
整
の
上
、
策
定

し
ま
す
。

意 

見
の
提
出
期
間　

12
月
１
日

（
火
）
〜
１
月
５
日
（
火
）

閲 

覧
場
所　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

市
役
所
本
館
２
階　

情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー
、
秘
書
・
政
策
企
画

課
意 

見
を
提
出
で
き
る
人　

市
内
に

住
所
が
あ
る
人
、
市
内
に
事
業

所
（
事
務
所
）
が
あ
る
人
、
市

内
に
あ
る
事
業
所
（
事
務
所
）

に
勤
務
す
る
人
、
市
内
に
あ
る

学
校
に
在
籍
す
る
人
、
市
税
の

納
税
義
務
が
あ
る
人
、
こ
の
案

件
に
利
害
関
係
が
あ
る
人

意 

見
の
提
出
方
法　

意
見
書
（
様

式
自
由
）
に
住
所
、
名
前
（
団

体
名
）
を
記
入
し
、
１
月
５

日
（
火
）〈
消
印
有
効
〉
ま
で

に
、
持
参
・
郵
送
（
〒
５
７
６

－

８
５
０
１
〈
住
所
記
入
不

要
〉）、
ｅ
メ
ー
ル
（kikaku@

city.katano.osaka.jp)

、フ
ァ

ク
ス（
８
９
１
・
５
０
４
６
）で
、

秘
書
・
政
策
企
画
課

■
市
長
戦
略
に
つ
い
て

　

市
長
戦
略
は
、
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め

に
、
大
局
的
な
政
策
で
あ
る
「
政

策
プ
ラ
ン
」
と
、
行
政
資
源
を
最

大
限
に
活
用
し
な
が
ら
行
政
経
営

的
な
視
点
か
ら
見
た
「
行
革
プ
ラ

ン
」、
将
来
に
わ
た
っ
て
財
政
運

営
を
見
通
し
た
上
で
、
こ
の
政
策

を
担
保
す
る
「
財
政
プ
ラ
ン
」
を

一
体
と
し
て
進
め
る
行
政
運
営
計

画
で
す
。

　

な
お
、
国
か
ら
策
定
要
請
の

あ
っ
た
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と

創
生
総
合
戦
略
」
に
つ
い
て
は
、

趣
旨
が
お
お
む
ね
同
一
で
あ
り
、

か
つ
内
容
が
市
長
戦
略
に
含
ま
れ

る
こ
と
か
ら
、
一
体
的
に
推
進
し

ま
す
。

＝ 交野市の将来ビジョン ＝

財政プランは、個別
計画・実施計画・市長
戦略を実施するため
の、財政の裏付けです。

住みたい、住み続けたいまちづくり

支え合う健康のまちづくり

未来につなぐ環境づくり

みんなで安心安全なまちづくり

ずっと〝かたの〟もっと〝かたの〟
自然と人が共生し、子育てと地域の絆で元気な交野を！

政策プラン 行革プラン 財政プラン

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略

政策プランは、総合計画を
効果的に実施するため、社会
情勢の変化の中、市長が特に
実施すべき重点施策を示し
ます。

▷ 行革プランは、行政
資源を最大限活用す
るための、公共施設
総合管理計画、学校
規模の適正化、補助
事業の標準化
▷ 市役所内は、縦割り
行政の解消、職員の
意識改革、事務事業
の効率化、民間委託
の導入など

交野市
の将来

を

考えよ
う！
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市政のうごき市政のうごき 市政のうごき市政のうごき

放課後児童会の
28年度入会申請

問い合わせ　青少年育成課（℡  892・7721）

名　
　

称

実
施
場
所

住　
　

所

　

私
市
児
童
会

私
市
小
学
校
内

私
市
９

－

５

－

10

　

藤
が
尾
児
童
会

藤
が
尾
小
学
校
内

星
田
北
２

－

45

－
１

　

旭
児
童
会

旭
小
学
校
敷
地
内

星
田
４

－

18

－
１

　

長
宝
寺
児
童
会

長
宝
寺
小
学
校
内

郡
津
１

－
43

－
１

○
妙
見
坂
児
童
会

妙
見
坂
小
学
校
内

妙
見
坂
７

－

20

－

１

　

倉
治
児
童
会

倉
治
小
学
校
敷
地
内

倉
治
１

－

15

－

１

○
岩
船
児
童
会

岩
船
小
学
校
内

森
北
１

－

25

－

１

　

郡
津
児
童
会
分
室

郡
津
児
童
会
分
室

私
部
４

－

11

－

８

○
郡
津
児
童
会

郡
津
小
学
校
敷
地
内

郡
津
４

－

13

－

１

○
星
田
児
童
会

星
田
児
童
会

星
田
１

－

49

－

11

　

交
野
児
童
会
分
室

交
野
小
学
校
内

私
部
１

－

54

－

１

○
交
野
児
童
会

交
野
小
学
校
敷
地
内

私
部
１

－

54

－

１

放課後児童会一覧

申請用紙の配布場所と時間〈12月3日（木）から配布〉
青少年育成課
（青年の家）

9:00 ～ 21:00
（日・月曜日は 17:00 まで）

各児童会
13:00 ～ 18:30（右表○印の児童会
のみ、土曜日 8:30 ～ 18:30 も配布、
日曜日・祝日・第 4土曜日は休会）

※ 12月23日（祝）・12月29日（火）～ 1月3日（日）・1
月11日（祝）は休館日のため、青少年育成課・児童会
とも配布はしません。

　

市
は
、
子
育
て
支
援
の
一
環
と

し
て
、
放
課
後
の
時
間
に
保
護
者

の
保
護
が
受
け
ら
れ
な
い
児
童
に

対
し
、
安
全
の
確
保
と
健
全
な
育

成
を
助
け
る
た
め
に
、
放
課
後
児

童
会
を
開
会
し
ま
す
。

※
入
会
申
請
は
毎
年
必
要
で
す
。

対 　

象　

市
内
在
住
の
小
学
校
新

１
年
生
か
ら
新
６
年
生
で
、
保

護
者
の
労
働
・
病
気
な
ど
の
理

由
に
よ
り
、
放
課
後
の
時
間
に

適
切
な
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い

児
童

※ 

低
学
年
か
ら
順
次
案
内
し
ま

す
。高
学
年
は
入
会
申
請
を
行
っ

て
も
新
規
・
継
続
入
会
に
か
か

わ
ら
ず
、
定
員
に
な
り
次
第
、
入

会
待
機
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

費　

用

▽ 

月
会
費　

５
０
０
０
円
（
同
一

世
帯
で
２
人
目
以
降
の
児
童
は

２
５
０
０
円
）

※
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▽ 

育
成
活
動
費　

月
額
３
０
１
０

円（
お
や
つ
代
な
ど
）

申 

請
用
紙
の
配
布　

下
表
の
と
お

り
申 

し
込
み　

1
月
５
日
（
火
）
〜

15
日
（
金
）
ま
で
に
申
請
書
類

一
式
を
添
え
て
、
青
少
年
育
成

課
※ 

受
け
付
け
時
間
は
、
配
布
時
間

と
同
じ
で
す
。

れ
、
審
査
に
影
響
し
た
可
能
性

は
否
め
ま
せ
ん
。

　

カ
ー
ド
会
社

は
審
査
に
際
し

て
、
個
人
信
用
情
報
（
申
込
者

の
ロ
ー
ン
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
取
引

の
返
済
・
支
払
い
能
力
に
関
す

る
情
報
）を
参
考
に
し
ま
す
。

　

こ
の
個
人
信
用
情
報
は
、
利

用
者
と
の
取
り
引
き
を
各
カ
ー

ド
業
者
な
ど
が
登
録
し
、
信
用

情
報
機
関
が
情
報
を
集
め
て
管

理
し
て
い
る
た
め
、
信
用
情
報

機
関
に
開
示
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

自
分
の
個
人
信
用
情
報
を
開

示
し
て
、
万
一
そ
れ
が
誤
っ
て

い
る
場
合
は
、
訂
正
を
申
し
出

ま
し
ょ
う
。
調
査
の
結
果
、
誤

っ
た
情
報
と
判
明
し
た
場
合

は
、
情
報
が
訂
正
さ
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
、当
セ
ン
タ
ー
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

      

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
を
作
る
た
め
に
申

し
込
み
を
し
た
と
こ
ろ
、
審
査

が
通
り
ま
せ
ん
で
し
た
。カ
ー

ド
会
社
は
、
理
由
を
教
え
て
く

れ
ま
せ
ん
。

　

以
前
、
携
帯
電
話
の
料
金
を

滞
納
し
た
こ
と
が
原
因
で
し
ょ

う
か
。　

カ
ー
ド
会
社
は
、
そ

れ
ぞ
れ
非
公
開
の
基
準

で
審
査
を
行
っ
て
お
り
、
理
由

は
教
え
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。た

だ
、
携
帯
電
話
機
を
分
割
払
い

で
契
約
し
延
滞
し
た
場
合
、
そ

の
こ
と
が
情
報
と
し
て
登
録
さ

ＱＡ

助
言

消費者相談
～クレジットカードの審査が
通らないのはなぜ？～

問 い合わせ　消費生活センター（ゆうゆ
うセンター1階、℡  891・5003）

受 

付
期
限　

２
月
３
日
（
水
）
ま

で
※ 

受
付
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
申
請

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

対 　

象　

平
成
27
年
１
月
１
日
時

点
で
住
民
票
が
交
野
市
に
あ
る

人
で
、
27
年
度
の
市
民
税
（
均

等
割
）が
非
課
税
の
人

※ 

市
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人

の
扶
養
親
族
や
、
生
活
保
護
の

被
保
護
者
な
ど
は
対
象
外
と
な

り
ま
す
。

給 

付
額　

対
象
者
１
人
に
つ
き

６
０
０
０
円

申 

請
先
・
問
い
合
わ
せ　

臨
時
福

祉
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
給
付
事
業
推
進
室
（
℡  

０
５
７
０
・
０
２
１
・
１
９
２
）

■ 

給
付
金
の
詐
欺
に
ご
注
意
！

　

給
付
を
装
っ
た
振
り
込
め
詐

欺
、
個
人
情
報
の
詐
取
に
ご
注
意

く
だ
さ
い
。少
し
で
も
お
か
し
い

と
感
じ
た
ら
、
迷
わ
ず
交
野
警
察

署
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ　

交
野
警
察
署
（
℡  

８
９
１
・
１
２
３
４
）

臨
時
福
祉
給
付
⾦

～
申
請
は
受
付
期
限
ま
で
に

済
ま
せ
ま
し
ょ
う
～

税務室からのお知らせ
　  ・事業者のみなさんへ
　  ・固定資産税の減額

問い合わせ　税務室市民税係・固定資産税係
（℡  892・0121）

■
事
業
者
の
み
な
さ
ん
へ

▽ 

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
（
市
・
府
民
税
）

　

28
年
１
月
１
日
現
在
、
交
野
市

に
居
住
す
る
人
に
給
与
・
賃
金
な

ど
（
専
従
者
給
与
・
パ
ー
ト
・
ア

ル
バ
イ
ト
代
含
む
）
を
支
払
っ
た

人
（
給
与
支
払
者
）
は
、
交
野
市

宛
て
に
、
給
与
支
払
報
告
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

提 

出
書
類　

給
与
支
払
報
告
書

提
出
期
限　

２
月
１
日
（
月
）

提 

出
先　

市
役
所
本
館
１
階　

税

務
室
市
民
税
係

※ 

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
で
の
提
出
も
可
能

▽ 

給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
を
お
願

い
し
ま
す
（
市
・
府
民
税
）

　

給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
と
は
、
給

与
支
払
者
が
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収

と
同
様
に
、
納
税
義
務
者
（
給
与
所

得
者
）
に
代
わ
っ
て
、
毎
月
、
従
業

者
に
支
払
う
給
与
か
ら
市
・
府
民
税

を
天
引
き
で
徴
収
す
る
制
度
で
す
。

　

地
方
税
法
に
よ
り
、
原
則
す
べ

て
の
事
業
者
は
、
特
別
徴
収
義
務

者
と
し
て
、市
・
府
民
税
の
特
別
徴

収
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
府
と
市
町
村
で
は
30

年
度
か
ら
原
則
と
し
て
、
法
定
要

件
に
該
当
す
る
す
べ
て
の
事
業
者

を
特
別
徴
収
義
務
者
に
指
定
し
、

市
・
府
民
税
の
給
与
か
ら
の
特
別

徴
収
を
徹
底
す
る
た
め
の
取
り
組

み
を
進
め
て
い
ま
す
。

▽ 

償
却
資
産
の
申
告
を
お
願
い
し

ま
す（
固
定
資
産
税
）

　

事
業
用
の
固
定
資
産
（
土
地
・

家
屋
・
自
動
車
を
除
く
）
は
、
償

却
資
産
と
し
て
固
定
資
産
税
の
課

税
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

市
内
で
償
却
資
産
を
所
有
し
て

い
る
人（
法
人
・
個
人
）は
、
28
年

１
月
１
日
現
在
の
資
産
状
況
を
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

提 

出
書
類　

償
却
資
産
申
告
書

（
お
よ
び
種
類
別
明
細
書
）

提
出
期
限　

２
月
１
日（
月
）

※ 

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
で
の
提
出
も
可
能

申
告
対
象
資
産
の
例　

▽ 

舗
装
路
面
、門
、塀
、外
構
工
事
、

看
板
、
屋
外
給
排
水
設
備
な
ど

（
駐
車
場
・
ア
パ
ー
ト
経
営
）

▽ 

各
種
産
業
用
機
械
お
よ
び
装
置

（
土
木
・
建
設
・
医
療
用
な
ど
）

▽ 

パ
ソ
コ
ン
、
机
、
椅
子
、
ロ
ッ

カ
ー
、エ
ア
コ
ン
な
ど
の
備
品

■ 

住
宅
の
改
修
工
事
に
伴
う
固
定

資
産
税
の
減
額
に
つ
い
て

　

右
表
の
要
件
を
満
た
す
住
宅
の

耐震改修工事 バリアフリー改修工事 省エネ改修工事
（熱損失防止改修工事）

対象となる
住宅

昭和57年1月
1日以前に建築
された住宅

平成19年 1月1日以
前に建築された住宅
（賃貸住宅を除く）

平成 20 年 1 月 1 日以
前に建築された住宅（賃
貸住宅を除く）

改
修
工
事
の
要
件

工
事
内
容
な
ど

 現行の耐震基
準に適合する
改修工事

▷  65 歳以上の高齢者
などが居住している

▷ 廊下の拡幅、浴室・ト
イレの改良、手すりの
取り付け、床の段差解
消などの改修工事

▷ 現行の省エネ基準に
適合する改修工事 
▷ 窓の断熱改修工事（二
重サッシ化、複層ガラ
ス化など）、床・天井・
壁の断熱改修工事

工
事
費
用

自己負担額 50万円を超える工事

減額の
内容

家屋に係る固
定資産税額の
2 分の 1が減
額（1戸あたり
120㎡が上限）

家屋に係る固定資産
税額の 3 分の 1 が減
額（1戸あたり 100㎡
が上限）

家屋に係る固定資産税
額の 3分の 1が減額（1
戸あたり120㎡が上限）

減額の期間 工事が完了した年の翌年度分のみ

※ 土地および都市計画税の減額はありません。また、耐震改修工事の
減額は、他の制度と重複適用はできません。

改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
、
申
告

す
る
こ
と
で
家
屋
の
固
定
資
産
税

が
減
額
さ
れ
ま
す
。

申 

告
書
の
配
布　

市
役
所
本
館
１

階　

税
務
室
固
定
資
産
税
係
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://www.

city.katano.osaka.jp/soshi
ki/zeim

u/

）

※ 

詳
し
く
は
、
固
定
資
産
税
係
ま

で
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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人事行政の運営などの
状況（概要版）

問い合わせ　人事課（℡  892・0121）

⑵部門別職員数の状況（単位：人）

部門 区分
職員数 対前年

増減数26年 27 年

一般行政

議会 5 5 0
総務 72 79 7
税務 23 24 1
民生 99 99 0
衛生 68 68 0
労働 0 0 0
農林水産 5 5 0
商工 4 4 0
土木 33 32 -1
小計 309 316 7

特別行政
教育 92 89 -3
消防 74 73 -1
小計 166 162 -4

公営企業
など

水道 23 25 2
下水道 7 7 0
その他 26 26 0
小計 56 58 2

合計［条例の定数］ 531［728］536[728] 5
教育長除く計 530 535 5
※ 定員管理調査による一般職に属する職員数であ
り、臨時・非常勤職員を除きます。

　

市
の
人
事
行
政
の
公
平
性
や
透

明
性
を
よ
り
高
め
る
た
め
、
現
在

の
運
営
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

　

今
回
の
内
容
は
概
要
版
で
す
。

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

⑴任免の状況
①職員採用の状況（27年 4月 1日）

区分 採用人数
事務職 12人
技術職 7人
消防職 4人
指導主事 3人
任期付教職員 2人
合　計 28 人
②退職の状況（26年度）

区分 定年 勧奨 死亡 自己都合他

事務職 3人 2人 － 2人
技術職 1人 1人 － 1人
消防職 3人 1人 － 1人
技能労務職 3人 － － －
指導主事 － － － 2人
合　計 10 人 4人 0人 6人

１．職員の任免および職員数の状況

⑶職員（一般行政職）の初任給および経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（27年 4月 1日現在）
区　分 初任給 経験年数 10年 同 15 年 同 20 年
大学卒 187,700 円 255,800 円 289,300 円 317,200 円
高校卒 157,700 円 229,300 円 262,900 円 294,200 円
※ 22年４月から、上記給料月額の 2％カットを行っています。

２．給与の状況①

⑴人件費の状況（普通〈一般〉会計決算）
区分 26 年度
住民基本台帳人口
（27年 3月 31 日現在） 77,928 人

歳出額（A） 223 億 4,078 万円
実質収支 2 億 7,502 万円
人件費（B） 46 億 4,786 万円
人件費率（B/A） 20.8％
25 年度の人件費率 18.5％
※ 人件費には、市長・副市長・議員・各種行政委員
の非常勤特別職の給料・報酬を含みます。

⑵職員給与費の状況（普通〈一般〉会計予算）
区分 27 年度
職員数（A） 508 人

給
与
費

給料 18 億 5,572 万円
職員手当 3 億 7,489 万円
期末・勤勉手当 7 億 536 万円
計（B） 29 億 3,597 万円

1 人あたり給与費（B/A） 578 万円
※ 職員数・給与費は、27年度の当初予算です。
※職員手当には、退職手当は含みません。

⑸特別職の報酬などの状況（27年 4月 1日現在）

区分
26 年度支給割合

退職手当 退職手当
支給時期給料・報酬月額 期末手当

市長 742,500 円 4.05 月分 給料月額× 30/100 ×在職月数 任期毎

副市長 700,000 円 4.05 月分 給料月額× 25/100 ×在職月数 任期毎

議長 621,000 円 4.05 月分

副議長 571,500 円 4.05 月分

議員 540,000 円 4.05 月分

２．給与の状況②

①期末・勤勉手当の状況（26年度）

区分
支給割合

期末手当 勤勉手当

6 月期
1.225 月分 0.675 月分

（0.65 月分） （0.35 月分）

12月期
1.375 月分 0.825 月分

（0.8 月分） （0.375 月分）

※（　）内は、再任用職員に係るものです。
※国と同様の支給割合です。

職制上の段階や職務の級などによる加算措置

理事・部長級：20％
次長・課長級：15％
課長代理級：10％
係長級：5％

②退職手当の状況（26年度）

区分
支給割合

自己都合 勧奨・定年・
その他

勤続 20年 21.62 月分 27.025 月分

同 25年 30.82 月分 36.57 月分

同 35年 43.7 月分 52.44 月分

最高限度額 52.44 月分 52.44 月分

加算措置
定年前勧奨退職者
2.5 ～ 20％

平均支給額 678万円 2,278 万円

※   平均支給額は、26年度に退職した全職種
に係る職員に支給された平均額です。

③その他の職員手当（27年 4月 1日現在）

区分 支給内容

扶養手当

配偶者13,000円、配偶者以外1人につき6,500
円、配偶者のいない場合の 1 人目の子など
11,000円、16～22歳の扶養親族（子）は5,000
円加算

住居手当

借家（最高支給限度額）27,000円、持ち家で世
帯主自ら居住する住宅購入などのため、借入金を
償還している場合に購入から5年間は2,500円
※ 制度は廃止しましたが、経過措置として 22
年度中までに要件を満たした場合のみ支給し
ています。

通勤手当

交通機関利用者は 6か月定期代で一括支給（1
か月あたり 55,000 円上限）、交通用具等利用者
は距離により 2,000 ～ 31,600 円（2㌔未満を
除く）

管理職手当
理事 79,000 円、部長 66,000 円、参事 61,000
円、次長 56,000 円、課長 51,000 円、課長代理
42,000 円

地域手当 「給料＋扶養手当＋管理職手当」の 5％

特殊
勤務手当

市が 9種類、水道局が 3種類
主な手当の内容は、ごみ収集作業手当 500 円 /
日、し尿等処理作業手当 350 円 / 日、消防職員
業務手当水火災 200円 /件・救急 100円 /件、
有害危険物取扱業務従事手当 100円 /日

時間外
勤務手当

正規の勤務時間以外に勤務を命じられた場合、
1 時間あたり給与額に 125/100 ～ 160/100
を乗じた額

休日
勤務手当

休日に勤務を命じられた場合、1時間あたり給
与額に 135/100 ～ 160/100 を乗じた額

夜間
勤務手当

正規の勤務時間として、午後 10 時～午前 5
時に勤務をした場合、1時間あたり給与額に
25/100 を乗じた額

⑷職員手当の状況
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分限処分

休職など 30件

懲戒処分

免職 1件

職務専念義務の免除 営利企業などの従事許可
23 件 0件

※ 職務専念義務が免除されるのは、研修や福利
厚生事業に参加する場合などです。

※ 営利企業などの従事許可とは、営利企業その
他の団体の役員などの地位を兼ねる場合など
に、任命権者の許可が必要となるものです。

⑵自己啓発に関する経費助成
区分 件数 概要

通信教育講座・
連続講座修了 8件 各種講座、語学、大学院

など

資格取得 16件

幼稚園教諭の教諭免許
取得および更新、危険
物取扱者、消防整備士
など

⑶勤務成績の評定の状況

　職員の資質向上を目的に、所属長が職員への
指導などを行う中で、職員に対する評価を行
い、人事配置や職員の処遇に反映しています。

⑴健康診断の状況 ⑵福利厚生の状況 ⑶公務災害補償の状況
定期健康診断、有
機溶剤従事者健診、
VDT作業健診、頸肩
腕痛・腰痛検査など

　市職員厚生会では、職員とその家族を対象に職員相互の親
睦と福祉の増進を目的として福利厚生事業を実施しています。
厚 生会の事業＝健康管理・増進事業、宿泊利用補助事業、レ
クリエーション事業など

公務災害申請件数
6 件

通勤災害申請件数
0 件

３．勤務時間その他の勤務条件の状況

４．分限・懲戒処分の状況（26年度） ５．服務の状況（26年度）

６．研修・勤務成績の評定（26年度）

７．福祉・利益の保護の状況（26年度）

⑴勤務条件に関する措置要求の状況＝該当なし ⑵不利益処分に関する不服申し立ての状況＝該当なし
　職員は、地方公務員法により、給与・勤務時間・
その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、市
の当局により適当な措置がとられるべきことを要
求することができます。

分限免職処分にかかる不服申立
　職員は、地方公務員法により、懲戒その他意に反
する不利益な処分に関して、公平委員会に不服の申
し立てをすることができます。

８．公平委員会の報告事項（26年度）

⑴勤務時間の状況（27年 4月 1日現在）
1週間の勤務時間 1日の勤務時間
38 時間 45分 7時間 45分
始　業 終　業
午前 9時 午後 5時 30分

※休憩は正午～午後 0時 45分です。
※ 施設など、特別な勤務形態をとる職場は、始業・終業時
間が異なる場合があります。

⑵年次有給休暇の状況（26 年度）
総付与日数 総取得日数
19,983 日 6,137 日
対象職員数 平均取得日数
531 人 11.6 日
取得率 ※ 年度途中の退職者

や派遣職員などを
除きます。30.7％

⑴研修の状況
①総務課主催研修
新入職員研修 人権研修 個人情報の取り扱い研修
21 人 18人 273 人

階層別研修 環境研修 その他
74 人 80人 169 人

②派遣研修
大阪府 マッセ大阪 全国市町村国際文化研修所
2 人 101 人 2人
河北研修協議会 その他

49 人 12人
③各機関などにおける研修
教育委員会 消防本部 市議会 農業委員会
152 人 45人 4人 5人
選挙管理委員会 監査委員 水道局

11 人 7人 15人

市政のうごき市政のうごき

損益計算書（26年4月1日～ 27年3月31日、消費税抜き、単位：円）
借　方 貸　方

科　目 金　額 科　目 金　額
水道事業費用 1,1,307307,503,265265水道事業収益 1,1,436436,611611,804804
　営業費用 1,124,691,290 　営業収益 1,226,456,511
　　原水及び浄
　　水費 355,876,910 　　給水収益 1,178,551,137

　　受託工事収益 1,012,038
　　配水及び給
　　水費 196,102,386 　　その他営業　　収益 46,893,336

　　受託工事費 920,000 　営業外収益 112,244,032
　　総係費 162,722,710 　　受取利息 7,045,870
　　減価償却費 408,066,374 　　分担金 53,559,486
　　資産減耗費 1,002,910 　　雑収益 581,265
　営業外費用 162,721,298 　　長期前受金

　　戻入 51,057,411　　支払い利息
162,151,785　　及び企業債

　　取扱諸費
　特別利益 97,911,261
　　退職給付引 97,911,261　　雑支出 569,513 　　当金戻入

　特別損失 20,090,677
　　過年度損益
　　修正損 619,950

　　賞与引当金
　　繰入額 13,879,563

　　貸倒引当金
　　繰入額 5,591,164

当年度純利益 12129,108108,539539
計 1,436,611,804 計 1,436,611,804

貸借対照表（27年3月31日、消費税抜き、単位：円）
借　方 貸　方

科　目 金　額 科　目 金　額
（資産の部） （負債の部）
固定資産 12,512,55353,823823,07070固定負債 9,1319,131,766766,219219
　有形固定資産 12,533,504,670 　企業債 8,629,364,168
　無形固定資産 318,400 　引当金 502,402,051
　投資 20,000,000流動負債 62625,5,924924,0,05151
流動資産 3,53,56969,884,282282 　企業債 222,153,647
　現金預金 3,358,929,772 　その他流動負債 388,311,568
　未収金 209,353,037 　引当金 15,458,836
　貯蔵品 6,425,762繰延収益 1,2781,278,945945,630630
　貸倒引当金 △4,824,289 　長期前受金 2,356,613,326

　収益化累計額 △1,077,667,696
（資本の部）
資本金 307307,349,667667
　自己資本金 307,349,667
剰余金 4,779779,721721,785785
　資本剰余金 1,416,998,141
　利益剰余金 3,362,723,644

計 16,123,707,352 計 16,123,707,352

26 年度
水道事業の決算
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1立方㍍あたりの費用構成比

科目 構成比 1㎥あたり
費用

職員給与費 16.27% 26円81銭

支払利息 13.13% 21円63銭

減価償却費 33.03% 54円43銭

長期前受金
戻入 △4.13% △6円81銭

動力費 10.26% 16円92銭

修繕費 4.26% 7円2銭

材料費 0.05% 8銭

薬品費 0.40% 66銭

受水費 13.95% 23円

その他 12.78% 21円5銭

計 100.0% 164 円 79銭


